
提
出
（
月
１
回
）。
岩
木
川
に
関

す
る
地
域
住
民
か
ら
の
情
報
提
供

や
、
河
川
に
つ
い
て
の
異
常
を
発

見
し
た
場
合
の
通
報
。
年
に
数
回

あ
る
河
川
関
係
行
事
へ
の
参
加
な

ど
。

●
活
動
区
域

　
保
安
橋
か
ら
五
所
川
原
大
橋
区
間

　
（
岩
木
川
右
岸
）

●
募
集
人
員　
１
人

●
応
募
資
格

　
①
前
記
の
活
動
地
区
付
近
に
居
住

　
　
し
て
お
り
、
岩
木
川
に
接
す
る

　
　
機
会
が
多
く
、
河
川
愛
護
に
感　

　
　
心
を
持
ち
、
日
常
生
活
の
な
か

　
　
で
知
り
得
た
情
報
を
提
供
で
き

　
　
る
方
。（
満
２０
歳
以
上
、
男
女

　
　
は
問
い
ま
せ
ん
）

　
②
河
川
愛
護
事
業
な
ど
に
出
席
で　

　
　
き
る
方

●
手
当

　
月
額
４
５
０
０
円
程
度
（
予
定
）

●
期
間

　
令
和
２
年
７
月
１
日
～

　
　
　
令
和
３
年
６
月
3０
日（
予
定
）

●
必
要
書
類

　
① 

履
歴
書
：
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
、職
業
（
地
域
活
動
、

自
治
会
な
ど
の
経
験
が
あ
る
場　

合
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

　
② 

「
川
と
の
か
か
わ
り
」
に
つ
い

て
簡
単
に
記
述
し
た
も
の
（
任

意
様
式
）

●
送
付
先

　
左
記
問
い
合
わ
せ
先
へ

●
締
め
切
り

る
際
は
建
築
確
認
と
は
別
に
、
届
出

が
必
要
と
な
る
な
ど
、
ル
ー
ル
が
変

更
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
担

当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
弘
前
市
役
所
都
市
計
画
課
景
観
係　

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
２
（
34
）
３
２
１
９

　
県
で
は
、
自
動
車
税
種
別
割
の
口

座
振
替
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
分
か
ら
口
座
振
替
を

希
望
さ
れ
る
方
は
納
税
者
本
人
の
通

帳
と
預
金
届
出
印
を
持
参
の
う
え
４

月
3０
日
（
木
）
ま
で
に
、
取
扱
金
融

機
関
ま
た
は
地
域
県
民
局
県
税
部
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
す
で
に

口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る
方

で
も
、
自
動
車
の
買
い
換
え
や
ナ
ン

バ
ー
変
更
に
よ
り
申
込
内
容
が
変
更

と
な
っ
た
場
合
は
再
度
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。）

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
口
座
振
替
後
に

送
付
し
て
い
ま
し
た
口
座
振
替
済
通

知
書
お
よ
び
自
動
車
税
種
別
割
納
税

証
明
書
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
４
月

以
降
振
替
分
か
ら
送
付
を
行
わ
な
い

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
車
検
更
新
の
際
は
、
運
輸
支
局
等

に
お
い
て
自
動
車
税
種
別
割
の
納
付

確
認
を
電
子
的
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証

明
書
の
提
示
が
省
略
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。　
（
た
だ
し
、
振

替
直
後
の
車
検
更
新
に
は
納
税
証
明

書
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
西
北
地
域
県
民
局　
納
税
管
理
課

   
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
３
（
34
）
２
１
１
１

　
国
土
交
通
省
で
は
、
河
川
愛
護
思

想
の
啓
発
や
河
川
情
報
な
ど
の
把
握

を
目
的
と
し
て
「
河
川
愛
護
モ
ニ
タ

ー
」
を
募
集
し
ま
す
。

●
活
動
内
容

　
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
巡
視
月
誌
の

　子どもの悩みや心配事の相談を
電話で受けています。秘密は厳守し
ますので、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210）
■相談日時
　月〜金曜日　午前８時30分〜午
後４時30分（土・日曜日、祝祭日、
年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談
　町では、町民の皆さんの行政に対する意
見や要望、日頃生活する上での困り事など、
さまざまな内容の相談を受けるための行政
相談と人権相談を行っています。
　５月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　５月11日（月）
■相談時間　午前10時〜午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
の

　
　
　
募
集
に
つ
い
て

　　
現
在
、
弘
前
市
で
は
弘
前
市
な
ら

で
は
の
景
観
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
た

め
の
指
針
と
し
て
「
弘
前
市
景
観
計

画
」
を
策
定・運
用
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
岩
木
山
山
麓
の
弘
前

市
裾
野
地
区
に
あ
り
ま
す
「
史
跡
大

森
勝
山
遺
跡
」
を
含
む
「
北
海
道
・

北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
の
世
界
遺

産
登
録
を
目
指
し
、
４
月
１
日
か
ら

遺
跡
周
辺
の
景
観
の
保
全
を
強
化
し

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
遺
跡
か
ら
人
工
物

が
見
え
な
い
よ
う
に
遺
跡
周
辺
に
お

け
る
建
築
物
等
の
高
さ
規
制
を
行

い
、
作
業
小
屋
等
の
建
築
物
を
建
て

岩
木
山
山
麓
、
弘
前
市

裾
野
地
区
近
隣
で
農
業

を
さ
れ
て
い
る
方
へ

自
動
車
税
種
別
割
の

　
口
座
振
替
に
つ
い
て

夕ぐれ窓口廃止について
　これまで、毎月第２、第４金曜日の午後５時
から６時まで行っておりました「夕ぐれ窓口」
について、利用者減少のため令和２年４月より
廃止となりました。
　印鑑証明、住民票および町税の納付等が必要
な方は、第２、第４金曜日に限り、午後５時ま
でに担当窓口に電話連絡をしたうえ、交付手続
等をいたしますのでご利用ください。
　今までのご利用ありがとうございました。

82020年（令和２年）４月号



《相談窓口》
【感染について心配な方】
・厚生労働省電話相談窓口
　TEL：0120-565653
・帰国者・接触者相談センター
　（五所川原保健所）
　TEL：0173-34-2108

【健康面・予防方法
　　　　　　について心配な方】
・電話相談窓口（青森県）
　TEL：0120-123-801
・役場　健康保健課
　TEL：22-2111
※万一、感染を疑われる場合
・まずは、五所川原保健所に相談

してくださるようお願いしま
す。

・また、病院を受診する際にも事
前に電話連絡し、マスク着用で
受診してくださるようお願いし
ます。

　
令
和
２
年
５
月
１２
日
（
火
）
必
着

●
そ
の
他

　
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
選
考
に　

よ
り
決
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
選
考
は
青
森
河
川
国
道
事
務

所
内
に
よ
り
実
施
い
た
し
ま
す
。

モ
ニ
タ
ー
行
為
に
係
る
事
故
な
ど

の
保
険
に
は
当
事
務
所
で
は
加
入

し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
土
交
通
省　
東
北
地
方
整
備
局

　
青
森
河
川
国
道
事
務
所

　
河
川
占
用
調
整
課

　
〒
０
３
０
ー
０
８
２
２

　
青
森
市
中
央
３
ー
２０
ー
3８

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
（
７34
）
４
５
３
７   

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

http://w
w

w
.thr.m

lit.go.jp/

　

aom
ori/

　

令
和
２
年
４
月
か
ら
「
小
児
科
」

の
診
察
時
間
が
次
の
と
お
り
変
更
さ

れ
ま
し
た
。

●
診
察
日

　
月
曜
日
・
水
曜
日
・
金
曜
日

●
受
付
時
間

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

●
診
察
時
間

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時
3０
分

　
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　
令
和
２
年
４
月
２５
日
（
土
）
か
ら

５
月
６
日
（
水
）
ま
で
開
催
を
予
定

し
て
お
り
ま
し
た
「
鶴
の
舞
橋
桜
ま

つ
り
」
お
よ
び
「
全
国
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣

り
大
会
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
予
防
対
策
の
観
点
か
ら
予
定

イ
ベ
ン
ト
の
す
べ
て
を
中
止
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
お
客
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
鶴
田
町
観
光
協
会

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
３
（
２２
）
３
４
１
４

　
鶴
田
町
役
場　
企
画
観
光
課

　
観
光
班

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
３
（
２２
）
３
４
１
４

　
（
内
線
２
６
４・２
６
５
）

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」

■問い合わせ・申込先
　健康保険課 健康長寿班
　（内線131、132、133、136）

　新型コロナウイルス感染症対策
のため、以下の乳幼児健診につい
ては対象となる方に個別でご連絡
いたします。

【４か月児健康診査】
・月　日　５月13日（水）
・対　象　令和元年12月生
【10か月児健康診査】
・月　日　５月13日（水）
・対　象　令和元年６月生
【７か月児健康相談】
・月　日　５月14日（木）
・対　象　令和元年９月生
【３歳児健康診査】
・月　日　５月27日（水）
・対　象　平成28年８〜 10月生

　五所川原保健所管内で新型コロ
ナウイルス感染症の患者が確認さ
れましたが、正確な情報に基づき、
冷静な対応を心がけてくださるよ
うお願いします。

○ 換気が悪く、人が密に集まって
過ごすような空間に集団で集ま
ることをなるべく避けてくださ
るようお願いします。

○ 過剰に心配することなく、不要
不急の外出を控えながら、手洗
いや咳エチケットなどの感染症
対策に努めてくださるようお願
いします。

乳 幼 児
健康診査

鶴
田
診
療
所
よ
り

「
小
児
科
」
の
診
察
時

間
が
変
わ
り
ま
す

乳幼児健康診査について

新型コロナウイルス
　　　　　感染症について

令
和
２
年
度

「
鶴
の
舞
橋
桜
ま
つ
り
」

　
　
　
中
止
に
つ
い
て

 【有料広告】 
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◇ 建設整備課上下水道班主事（町民生活課福祉支援
班主事）須藤なるみ（※配置換）

■単労職　　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 教育委員会社会教育班用務員（菖蒲川小学校用務

員）山本理（※配置換）
◇ 鶴田小学校用務員（鶴田小学校用務員）
　長内順藏（※配置換）
◇ 鶴田中学校用務員（胡桃舘小学校用務員）
　山田修弘（※配置換）
◇ 企画観光課観光班用務員（富士見小学校用務員）

齊藤満（※配置換）
◇ 鶴田小学校用務員（梅沢小学校用務員）
　澁谷真一（※配置換）
◇ 総務課財務班用務員（鶴田中学校用務員）
　中野康宏（※配置換）
◇ 鶴田中学校用務員（水元中央小学校用務員）
　八木橋祐生（※配置換）
■派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 青森県総務部市町村課（健康保険課国保介護班主

査）佐藤琴美
■新採用　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 藤井秀彰（企画観光課観光班主事）
◇ 奥瀬翔太（税務会計課税務相談班主事）
◇ 成田龍矢（健康保険課国保介護班主事）
◇ 蒔苗一輝（産業課農地班主事）
◇ 柳生歩映（町民生活課福祉支援班主事）
◇ 澤田凌太（建設整備課土木班主事）
◇ 成田綾乃（健康保険課健康長寿班保健師）
■退職（３月 31 日付） 　　 　　　　　　　　
◇ 佐藤浩美（つがる西北五広域連合）
◇ 上原明（教育委員会学校給食センター総括主幹）
◇ 川村育子（企画観光課まちづくり班主査）
◇ 新谷玲奈（企画観光課観光班主事）
■再任用　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 教育委員会学務総務班専門員  佐藤浩美
◇ 教育委員会学校給食センター専門員 上原明
◇ 税務会計課税務相談班専門員（更新） 福井清明
◇ 健康保険課健康長寿班専門員（更新）神美幸
◇ 鶴田小学校用務員（更新）山田光裕
◇ 任期満了（３月 31 日付）尾崎一男（教育委員会社

会教育班専門員（公民館））
◇ 任期満了（３月 31 日付）鏡谷聖（教育委員会学務

総務班専門員）

こちら町の情報局

町職員人事異動
令和２年４月１日付けの鶴田町職員の人事異動、新規採用職員および退職者をお知らせします。
※（　）内は前職名です（新規採用職員については配属先）。

■課長級　　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 鶴田診療所事務長（鶴田診療所主幹・総務係長）

渋谷朋樹（※昇任）
■班長級　　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 企画観光課観光班長（企画観光課観光班総括主幹）

藤田隆宏（※昇任）
◇ 企画観光課まちづくり班長（税務会計課税務相談

班長）中村千晶（※配置換）
◇ 鶴田診療所主幹・総務係長（総務課人事行政班付）

神達郎（※配置換）
◇ 建設整備課土木班長（企画観光課まちづくり班長）

佐々木智寿（※配置換）
◇ 税務会計課税務相談班長（税務会計課税務相談班・

班長）工藤大志（※配置換）
■総括主幹級　　　　　　　　　　　　　　
◇ 企画観光課観光班総括主幹（建設整備課上下水道

班主任主査）貴田尚人（※昇任）
■主任主査・主査級　　　　　　　　　　　 
◇ 総務課人事行政班主査（総務課人事行政班主事）

江戸華子（※昇任）
◇ 総務課財務班主査（総務課財務班主事）
　高嶋秀行（※昇任）
◇ 鶴田診療所主査（鶴田診療所主事）
　北谷美香（※昇任）
◇ 建設整備課土木班主査（税務会計課税務相談班主

査）髙橋聖子（※配置換）
◇ 産業課農業振興班主査（町民生活課福祉支援班主

査）石村林太郎（※配置換）
◇ 町民生活課福祉支援班主査（産業課農業振興班主

査）須藤丈尋（※配置換）
■一般職員　　　　　　　　　　　　　　　
◇ 企画観光課まちづくり班主事（青森県総務部市町

村課）工藤由緒子（※配置換）
◇ 健康保険課国保介護班主事（税務会計課出納徴収

班主事）坂本鮎美（※配置換）
◇ 企画観光課観光班主事（建設整備課上下水道班主

事）成田絵莉沙（※配置換）
◇ 町民生活課くらしの窓口班主事（総務課人事行政

班付）渋谷大樹（※配置換）
◇ 税務会計課税務相談班主事（産業課農地班主事）

阿保龍治（※配置換）
◇ 建設整備課上下水道班主事（建設整備課土木班主

事）梶浦航也（※配置換）
◇ 税務会計課出納徴収班主事（町民生活課くらしの

窓口班主事）棟方裕二（※配置換）

102020年（令和２年）４月号
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鶴田町体育センターの利用について
　町では、体育・スポーツの活動の場を提供することにより、
町民の健康で文化的な生活の向上を図るため、体育センターを
設置しています。
　団体等のスポーツ活動において使用する場合は、体育センタ
ー使用許可申請書の提出が必要です。また、他団体の利用日時
との重複を避けるため、事前に下記までお問い合わせいただく
よう、お願いいたします。申請書は教育委員会での記入の他に、
町ホームページからのダウンロードも可能です。
　このほか、団体利用以外での一般開放も行っておりますので、
利用を希望する方は公民館事務室の入口にある体育センター利
用簿に必要事項を記入してからご利用ください。

利用にあたっての注意事項

使用区分 施設使用料 目的外の施設使用料 暖房料
（1 時間当たり）

高校生以下 無　料 無　料 無　料

一　　　般 110 円 2,200 円 275 円

団体※による使用 880 円 2,200 円 275 円

※団体は、10人以上から

・原則、内履きを持参してください。
・一般利用においては、野球・サッカーを禁止しています。
・体育センターの物置にある備品の持ち出しはしないでください。
・ 利用中における建物や設備の破損、事故が生じた場合は速やかに下記の問い合わせ先まで

お知らせください。

開館時間
【一般開放】９：００〜１２：００　１３：００〜１６：００
【団体利用】９：００〜１９：００　
※１９：００〜２１：００は体育協会使用のため利用できません。

休館日 ・毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
・年末年始（12 月 28 日〜 31 日および 1 月 1 日〜 4 日まで）

利用方法

【一般開放利用】 
・公民館事務室入口にある「体育センター利用簿」に必要事項を記入
※ 団体等の利用予約が入っている場合がございますので、利用可能か事

前にご連絡ください。
【団体利用】
・事前に予約状況を下記の問い合わせ先にご確認ください。
・体育センター使用許可申請書を町教育委員会に提出する。

貸し出し可能備品
・バスケットボール
・バレーボール（ネット、ポールは貸し出しできません）
・卓球用具
・バドミントン用具（ネット、ポールは貸し出しできません）

■利用料金表

■問い合わせ先
　鶴田町教育委員会　　TEL：0173（22）2111（内線：211・212・215）
　鶴田町公民館　　　　TEL：0173（22）2818

○
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こちら町の情報局

　　

　町では、町民の皆さまの声（ご意見・ご要望）を受け付け
ています。日ごろ、皆さまが町政に対して考えているご意見・
ご要望を下記までお送りください。皆さまから頂いた声はま
ちづくりのための参考とさせていただきます。
　ご意見・ご要望および回答は、広報の誌面に匿名で掲載い
たします。ただし、ご意見・ご要望の内容は、町の振興に関
する建設的なものとし、次の場合は、原則として回答いたし
かねますので、あらかじめご了承ください。

町政に対するご意見・ご要望をお待ちしています

　町では、イベント情報、災害情報、防犯情報、観光
情報、健康・医療情報、農作物管理情報など町からの
お知らせを携帯電話やパソコンにメールで無料配信す
る “つるりん” ほっとメールを利用者にお届けしていま
す。受け取る情報は、受信者が選べるようになっており、
必要な情報だけを受信できるようになっています。

“つるりん” ほっとメールをご利用ください
★登録方法

①町政に関係ないもの
②公序良俗に反するもの
③苦情または、特定の個人や団体を誹謗中傷するもの
④企業などの営利・営業活動を目的とするもの
⑤政治・宗教に関するもの

　なお、必須事項（氏名、住所、電話番号など）の記入がないもの、または入力が不完全なものについては、
町政の参考にさせていただきますが、回答いたしかねますのであらかじめご了承ください。
　掲載された個人情報は、ご意見・ご要望の内容に回答、確認する時にのみ利用させていただき、これらの
目的以外には一切使用しません。

○封書またははがき
　宛先に、〒038-3595　青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1　　　　　
　　　　　鶴田町役場 企画観光課 「まちづくりへの提言」係と明記してください。

■ご意見・ご要望の提出方法

○メール
　鶴田町ホームページのご意見・お問い合わせフォームから
　件名に「まちづくりへの提言」と明記してください。

○ファックス
　FAX：0173（22）6007　まで
　件名に「まちづくりへの提言」と明記してください。

・無料でご利用いただけます。
・利用するには、電子メールアドレスを取得している必
要があります。また、メールを受信する環境（通信料
金など）は利用者本人の負担となります。
・登録内容を変更したい場合は、一度配信停止を行った
上で再度申込みをしてください。登録していただいた
情報は、メールの配信以外には使用しません。

■鶴田町ホームページ URL

● “つるりん” ほっとメールのご利用について

　http://www.town.tsuruta.lg.jp/

　下記の QR コードを読み取っていただくか、
「t-tsuruta@sg-m.jp」へ空メールを送ってくださ
い。仮登録完了のお知らせがメールで届きますの
で、記載されている URL にアクセスをし、利用
規約をご確認の上、メール配信に同意をしていた
だくと、配信内容を選択できる画面に切り替わり
ます。受信したい内容のカテゴリを選択し、入力
内容を登録するボタンをクリックすると、本登録
完了のお知らせメールが届きます。
　詳しくは、鶴田町ホームページの防災情報「“つ
るりん” ほっとメール」のページをご覧ください。
※携帯電話で迷惑メール対策を
とられている方は、「sg-m.jp」
ドメインからのメールの受信を
許可していただき、また URL 付
メールの受信の許可もお願いい
たします。

 皆さまの「声」を
 まちづくりへ

△ QR コード
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平成３０年度まちづくりミーティングで出された
ご意見・ご要望への町の対応（一部抜粋）

ご意見・ご要望 町の対応

　小学校統合にあたって、廃校になる学
校はある程度耐震性がしっかりしている
のでそのまま放置しておくのはもったい
ないと思う。

　菖蒲川、胡桃舘、富士見、梅沢については売却する方針。
水元中央については、廃校施設等利活用検討委員会で今後
の利活用について引き続き検討を進めていきます。

　ことぶき大学で、救急時の対応や防災
について勉強したい。

　令和元年度ことぶき大学第1回で、鶴田消防署員による
「煙体験ハウス」「消火器の使い方」「いざという時の応急
手当について」の講座を行い、受講生より大変ためになっ
たとご意見をいただいております。今後とも受講生のご要
望にお応えできるよう内容の充実に努めて参ります。

　冬場に鶴田高校付近の道（緑のガード
レールのある田中町→スーパーストアに
出る通り）があまり除雪されてない。
　鶴田小学校周辺の歩道をしっかり除雪
してほしい。

　除雪は他の町道同様除雪は行っているが、ガードレール
が設置されていることと本路線が風の影響で吹き溜まり
ができやすくなっております。状況に応じ小型ロータリー
で対応していきます。

　体育センターの運動用具が入っている
用具室の扉に南京錠が付いるが、扉を片
側に動かすと扉が開いてしまうので、勝
手に運動用具を使っている人を見かける。
　また、用具室の南京錠の鍵はいつも開
いている事務室にかかっている。勝手に
使わせるのを防ぐためには公民館で管理
した方がいいと思う。

　ご指摘後、直ちに扉が動かないよう修繕をしましたが、
心ない利用者により力ずくで扉を開けられてしまい再度修
繕を行いました。現在、職員が定期的に体育センターを
巡回することにより、勝手に扉を開閉することがなくなり
ました。
　以後南京錠の鍵は、公民館で管理しております。今後は、
利用の仕方が悪い方への注意喚起と意識改善に努めるな
ど適正な維持管理に努めてまいります。

　全ての子どもたちに、農業とはどうい
うものなのかを感じてもらいたいので、
小学校統合後も毎年１学年ずつ農業体験
ができればいいと思う。

　新生鶴田小学校では、第５学年の「総合的な学習の時間」
で、学習素材として、「りんご栽培」・「学校給食用野菜栽培」
を設定しております。

 　鶴公園付近で大型バスが停車して乗り
降りしていて交通の妨げになっていると
周辺住民から話を聞くことがあるため改
善してほしい。

　鶴公園側入口付近に大型バス・タクシー降車場を整備
し、令和２年4月11日から利用開始しております。

　　
　町では、広聴事業の一環として、町長などが町の各団体を訪問し、
幅広い年齢層の人たちとまちづくりや団体の活動について懇談する

「鶴の里まちづくりミーティング」の実施団体を募集しております。
　興味のある団体、実施希望の団体は、お気軽に下記までお問い合わ
せください。
■問い合わせ先
　鶴田町役場　企画観光課　まちづくり班（内線２６１）
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